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富士急バス株式会社 

富士急バスでは、「運輸安全マネジメント」に基づき、全社員が一丸となって、

以下のとおり輸送の安全確保に取組んでいます。 



１．輸送の安全に関する基本的な方針 

＜安全方針＞ 

１．安全は全てに優先                           

１２０％の安全確保に努め、お客様に安全・安心をお届けします。 

２．法令及び諸規則の順守                            

法令及び諸規則の順守はもとより、良識を持って誠実に行動します。 

 

３．常に安全の維持・向上 

常に安全を維持・向上させるため、必要なチャレンジを惜しみません。 

 

４．自ら考える組織 

自らで考え、問題意識を持ち、問題を発見し解決し、成長発展することで、     

安全確保に全員で取り組みます。 

 

５．顧客を意識した事業活動 

顧客の意見に耳を傾け、安全・安心なサービスを提供します。 

 

 ６．防災力向上の取り組み 

   平時から備えに取り組み、発災時は迅速な初動で人命最優先に被害軽減を 

   図り、早期復旧に努めます。 

 

 ７．無災害の職場づくり 

   ハード・ソフト両面での安全対策を講じ、基本に忠実に行動することで、 

   労働災害の撲滅を目指します。 

 

 

                   富士急バス株式会社 

                   代表取締役社長 古屋 毅 

 

 

 



２．輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

（１）安全目標 

■２０２５年度の輸送の安全に関する目標に対する達成状況 

①重大責任事故 ０件           実績  ０件 

②車内人身事故 ０件           実績  ０件 

③責任事故   前年比５割減（前年１９件）実績 １７件 

 

■２０２６年度の輸送の安全に関する目標 

①重大責任事故 ０件    

②車内人身事故 ０件 

③有責事故   １０件以内 

 

（２）輸送の安全に関する重点施策（２０２６年度） 

①重大事故０件、車内人身事故０件、有責事故１０件以内 

②基本動作の励行、法令順守意識の向上 

③健康起因による事故防止 

④ドライブレコーダー映像、ヒヤリ・ハットの共有化による事故防止 

⑤安全意識・風土の浸透定着 

⑥苦情要望への対応と改善 

⑦災害時の対応・判断と防災の基本方針設定 

⑧自然災害時の対応訓練の実施 

⑨労働災害事故０件 

３．２０２５年度の自動車事故報告規則第２条に規定する事故 

２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日の間においてはありません。 

 



４．輸送の安全のために講じた措置および講じようとする措置 

輸送の安全を確保するため、会議や安全運動等を通し、情報共有、情報交

換を定期的に行うことにより安全に対する共通の意識を全グループ全およ

び全営業所で統一化しています。 

（１）会議 

①毎月１回、安全統括管理者主催の「安全会議」を開催します。会議メ
ンバーは、社長以下、安全統括管理者、経営管理部門である業務部長、
管理部長、現業部門として営業所長、統括運行管理者で構成され、当
月に発生した事故分析、安全管理体制のチェック、運輸安全マネジメ
ントの進捗状況等の確認をします。 

②定期的に富士急行本社において富士急グループ全体の「安全会議」が

開催催され、経営幹部による安全対策に関する情報交換や、各種安全

対策について協議を行います。 

③毎月１回、富士急行本社において各社合同の「統括運行管理者会議」

を開催し、事故発生状況や原因の分析、重要なヒヤリ・ハット情報等

を共有し、事故の未然防止を図っています。 

④乗務員の班編成を行い、必要に応じ班別に会議を開き、事故原因の分

析や、どうすれば回避できたか等について議論し、ＫＹＴ（危険予知

トレーニング）の一環として活用を図っています。 

 

⑤産業医出席の「衛生委員会」を毎月開催し、運転士の健康管理や職場

の安全管理体制等について協議し、日常の指導に活用を図っています。 

 

（２）設備投資等 

①20２５年度車両の導入 １４両（乗合８両、貸切３両、高速２両 

                 水陸１両） 

  ②ＰＣＳ（衝突被害軽減ブレーキ） 

合計：４６台（高速３０台、貸切１７台） 

③オートクルーズ 

合計：３３台（高速２０台、貸切１３台） 

④ふらつき警報 

合計：４４台（高速２９台、貸切１５台） 

⑤ＬＤＡ（車線逸脱防止） 

  合計：３８台（高速２３台、貸切１５台） 



⑥ＶＳＣ（安定制御） 

合計：４１台（高速２６台、貸切１５台） 

⑦ドライバーモニター 

合計：４４台（乗合１４台、高速２１台、貸切９台） 

⑧モービルアイ 

合計：１８台（高速１０台、貸切８台） 

⑨バックソナー 

合計：８３台（乗合５８台、高速１６台、貸切９台） 

   ⑩ＥＤＳＳ（エマージェンシードライバーズシステム） 

合計：２７台（乗合１７台、高速４台、貸切６台） 

 

（３）安全に対する運動等 
①４月上旬         春の全国交通安全運動 

②４月下旬～５月上旬    ゴールデンウィークの事故防止運動 

③７月下旬～８月下旬    夏季輸送、安全・サービス向上運動 

④９月下旬         秋の全国交通安全運動 

⑤１２月上旬～１月下旬   年末年始輸送安全総点検 

⑥社長及び安全統括管理者による職場巡視 

⑦営業所長による早朝点呼立会い 

 

（４）内部監査 

①計画 

本社管理部門、営業所・・・年 1 回実施します。 

②監査要員 

    富士急行（株）事業部安全 CS 担当者２名、および当社担当者 1 名を

内部監査員に選任し、厳正な監査を実施します。 

    また、選任者については、定期的監査講習を受講させます。 

③監査目的 

   ・関係法令や安全管理規程等への適合性のチェック 

   ・安全重点施策に掲げた目標の達成状況のチェック 

・安全マネジメントレビュ－においてＰ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルが有効的

に活用、また改善策が講じられているかチェック 

 

５．輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 

 (1) 新人乗務員に対しては、運転士に対し年間教育計画に基づき教育を実施



しています。新入乗務員については、専属の指導員が付き添い、乗務時

間、乗務キロ及び当人の熟練度を勘案した教育を行います。また、富士

急行（株）において富士急グループの新採用バス乗務員を対象に、法令

関係、安全教育、運転技術、走行訓練等を行う「新採用乗務員研修」を

実施するとともに、定期的なフォロー研修を継続して実施するプログラ

ムにより、新人乗務員の技術向上に努めています。 

 

 

(2) 富士急グループのバス事故惹起者を対象に、富士急行（株）において 

事故原因の分析や技術指導を中心とした「事故惹起乗務員研修」を実施

し、事故の再発防止に努めております。 

(3) 自動車安全運転センター（安全運転中央研修所）へ毎年運転士を派遣し、

運転技術や安全意識の向上を図っています。 

(4) 運転適性診断やドライブレコーダー、デジタルタコグラフを活用した安

全運転教育を実施しているほか、冬山教育など個人や地域の特性に対応

した研修を適時実施しています。 

(5) その他、事故防止やＣＳ向上にかかわる様々な教育や施策を随時実施し

てまいります。 

・集合教育の実施（年１回） 

 ・管理部門の安全マネジメント研修 

 ・事故・苦情惹起者教育（都度） 

 ・新入乗務員の冬期研修（チェ－ン脱着と悪路走行等） 

 ・教育訓練車による運転特性の把握と指導（年１回） 

 ・管理者による街頭・添乗監査指導教育（都度） 

 ・災害等を想定した訓練 

２０２５年５月 富士山五合目避難訓練 

２０２５年９月 緊急時情報伝達訓練 

 ・会社幹部による早朝点呼 

  

 

6．輸送の安全に係わる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措

置及び講じようとする措置 

    ２０２５年１２月に内部監査を実施したところ、安全管理体制や安全への

取り組みについて、適合性および有効性に問題となる事項はありません。 



７．安全管理規程 

    別添｢安全管理規程｣参照 

 

８．輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統 

    別添｢安全管理体制図｣参照 

９．安全統括管理者 

    専務取締役 管理部長 小田切 孝之 

以 上 


